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地域に関わるあらゆる主体が一緒になり、地域の実情に応じた諸課題を解決することができる 

持続可能な地域コミュニティの実現に向けて 

 

少子高齢化や単身世帯の増加などの家族単位の縮小、労働環境や生活環境の変化といった

様々な社会的要因の変化によって、これまで地域が有していた相互扶助や福祉、防犯、防災、環境

美化、伝統文化の維持、まちの賑わいづくりなど、様々な機能が低下するおそれがあります。 

そのため、地域コミュニティの活動が持続可能なものになるように、地域コミュニティ活性化ビジョンを

策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島市地域コミュニティ活性化ビジョン（全文）は、市のホームページでご覧いただけます。 

活動事例や市の支援制度も紹介していますので、ぜひご覧ください。 

                                                  またはこちらから ⇒ 
 264064 

ページ番号検索 

広島市地域コミュニティ活性化ビジョン 
（令和 4年 2月策定） 

概 要 版 
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30歳未満 0.2%
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無回答
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【会長の年齢（町内会・自治会アンケート）】
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【活動への参加者数（町内会・自治会アンケート）】

【活動に参加していない理由（町内会・自治会がある地域の市民）】
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活動に参加する時間の余裕がないから

活動がどんなものかよくわからないから

地域の活動自体に関心がないから

活動に参加することで生じる人間関係がわずらわしいから

役員が回ってくると面倒だから

活動に一緒に参加する人がいないから

活動が地域の役に立っていると思えないから

回覧板や清掃活動などの活動に協力したくないから

無回答
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令和２年度、本市の地域コミュニティに関する課題分析や活性化策の検討のため、アンケ

ート調査等を実施しました。 

その結果、町内会・自治会などの団体の役員の高齢化と後継者の不足や、地域活動への参加

者の減少が進んでいることが確認されました。一方で、時間の余裕のなさや活動内容が分か

らないという理由で、活動に参加していない人も多いことが確認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

調査結果から見えた現状・課題を、団体運営、活動の担い手、地域特性、活動内容、行政か

らの支援の５つに区分して整理しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40歳代 2.6%

60歳代 16.4%

70歳代 64.1%

80歳以上

16.4%

無回答 0.5%

N=195

【会長の年齢（地域団体アンケート）】

１ 地域コミュニティの現状と課題 
 

・ 役員の高齢化・後継者の不足        ・ 特定の人による複数の団体の役員の兼務 

・ 人材育成の取組の不足            ・ 団体間の連携・協力の不足  

《 現状・課題 》 

 

・ 住民の年齢構成や人口の増減、住宅状況、地域資源、地域コミュニティの組織等の多様性 

・ 他地区のやり方をあてはめてもうまくいかないという各地域の実情（歴史・経緯） など 

・ 地域活動への参加者の減少         ・ 地域活動に参加する時間の不足 

・ 活動内容への理解や関心の薄さ       ・ 町内会・自治会への加入の働きかけの難しさ など 

・ 防災や高齢者等の支援の充実        ・ 活動拠点の維持管理費用やスタッフの確保 

・ 広報・情報伝達の迅速化           ・ 補助金が使いにくい  など 

・ 地域活動への補助制度の拡充        ・ 地域活動に役立つ情報提供  

・ 一般市民向けの啓発や加入促進への協力 ・ 行政書類の負担軽減  など 

団体 

運営 

活動の 

担い手 

地域 

特性 

活動 

内容 

行政から 

の支援 
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    ビジョンでは、地域コミュニティの課題の解決に役立つ多種多様な活動事例を紹介しています。  

そうした活動事例の勉強会を開き、自らの地域で取り入れることができるものがないかなど

について、考えてみてはどうでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紹介している活動事例についてもっと詳しく知りたい場合は、本市の担当部署(連絡先は 8 ページ)にご連絡ください。 

《 様々な活動の一例 》 

 

中山間地域で、地域外の若者と協力して、

休耕田を活用した酒づくりに取り組んでいま

す。 

地域資源の掘り起こし 

地域ぐるみの子育て 

コロナ禍でも子どもたちが楽しめるよう、地域

の各種団体が連携して、学校の協力の下、

校庭での映画観賞会が行われています。 

活動拠点の常駐スタッフの確保 

地域住民の日常生活のサポート 

やりがいを感じながら地域課題の解決に取り

組む協同労働の仕組みの活用により、高齢

者の生活上の困りごとのサポートなどを行う担

い手が生まれています。 

地区社会福祉協議会の活動拠点の常駐ス

タッフとして、子育て中のお母さんに協力して

もらっています。 

２ 地域コミュニティにおける活動事例 
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•地域住民の皆さんが気軽に立ち寄れ
るような活動拠点づくりや、行政の補
助金の活用などに取り組みましょう。Ｉ
ＣＴ(情報通信技術)を活用した広報
活動なども試してみませんか。

•都市部や中山間地・島しょ部などでは
地域の実情や地域資源などが異なりま
す。地域特性をうまく生かし、特産品や
文化・歴史資源を活用した活動を行う
ことで、地域住民の連帯感を高め、より
よいまちづくりを進めていく動機付けとし
ましょう。

•町内会・自治会に加入していない人
や若い世代が楽しく参加できるイベント
や、日頃から人と人との交流の場をで
きるだけ創ることで、地域活動に関わっ
てもらう機会を増やし、郷土愛の醸成
や将来のまちづくりを担う人材の発掘、
将来のリーダーの育成につなげましょう。

•町内会・自治会や地区社会福祉協議
会などの地域団体と、テーマ性のある活
動を行うＮＰＯ、協同労働団体、企
業、公民館、学校、地域外の人材など
の連携により、活動に従事する人の確
保をはじめ、地域で活動を続ける上で
生じる多様な課題の解消につなげまし
ょう。

多様な主
体の連携

新たな担
い手の発
掘・育成

活動基盤
の強化

地域特性
に応じた
活動

 

 

地域の 

新たな 

協力体制 

へ移行 

(5ページ参照) 

 

話合いの場づくり 

 

 

・活動事例の 

勉強会 

・多様な世代・分野 

の関係者の交流 

 

住民の生活課題・ 

地域の将来像の共有 

 

・アンケートなどに 

よる住民の生活課 

題の情報共有 

・住民の生活課題を 

踏まえた地域の将 

来像の共有 

 

住民の生活課題の 

解決に向けた取組 

 

・住民のニーズの高

い生活課題の解決

策の企画・検討 

・住民への広報 

 

 

 
 
 

◆ 市民主体のまちづくり  ～ 自分たちのまちは自分たちで創り、守る ～ 

本市の都市部や中山間地・島しょ部、また、同じ区の中でも、地域の実情や地域資源などが

異なります。 

地域コミュニティを持続可能なものにしていくため、「自分たちのまちは自分たちで創り、守

る」という基本的な考えの下、市民主体のまちづくりを進めていきましょう。 

まちづくりの取組状況には地域差があるため、まずは、地域の関係者が意見を出し合える場

をつくることから始めるなど、地域の状況に応じて、段階的に取り組んでいきましょう。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

◆ ４つの視点 

市民主体のまちづくりを進めるに当たっては、地域の関係者が、楽しさややりがいを感じな

がら取り組めるように、次の４つの視点が大切ではないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

３ これからの地域コミュニティ 
 

《 地域の状況に応じた段階的な取組のイメージ 》 
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NPO

企業・
従業員

公民館地元
商工会

活動範囲は概ね小学校区単位
住民
有志

連携

消防団
協同労働
団体

地域の情報共有 地域の将来像の共有

地域課題の解決に
向けた企画・検討

地域の住民への広報

学区
体育
協会

地区青少年
健全育成
連絡協議会

単位
ＰＴＡ

地域包括
支援セン
ター等

その他
の団体

地区母子
寡婦福祉会

単位
女性会

地区
老人クラブ
連合会

地区
民生委員
児童委員
協議会

地区
社会福祉
協議会

単位地域
活動連絡

協議会

連携

学区
子ども会
育成協議会

地区公衆
衛生推進
協議会

学区自主
防災会
連合会

地区
防犯組合

町内会・
自治会

連合
町内会・
自治会

学校等

連携

※ 構成メンバーは地域の実情に応じて決定

連携

 

◆ 地域の実情に応じた新たな協力体制 

本市では、概ね小学校区を活動範囲とする地区社会福祉協議会や連合町内会・自治会が中心

となって活動が進められている地域が多くなっています。 

まちづくりに向けた話合いなどで、地域団体やＮＰＯ、協同労働団体、企業、商工会、公民

館、学校、住民有志など、多様な主体の関わりを深めながら、例えば地区社会福祉協議会や連

合町内会・自治会が中心となって連携する新たな仕組みを整えてみてはどうでしょうか。そし

て、地域の将来像を共有し、地域課題の解決などに共に取り組んでみませんか。 

本市の職員も地域に出向いて話合いなどを積極的に支援していきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

《 新たな協力体制のねらい 》 

・ それぞれが持つ人材、情報、ノウハウなどが共有できます。 

・ 類似の活動を同一日に実施するなど効率的・効果的に活動できます。 

・ 活動に従事する人を確保したり、新たな担い手を見出すことができます。 

・ それぞれの団体だけでは対応できなかった問題にも対応できるようになります。 

・ 役員など特定の人に負担がかかることを避けられます。 

・ 様々な世代や分野の人の意見を反映して、地域を運営することで、地域の一体感の醸成や 

活力の向上につながります。 

・ 若い世代が参画しやすくなり、新たなリーダーやリーダーを支える人材の発掘・育成や、 

ＩＣＴ※を活用した活動につながります。 
    ※ インフォメーション・アンド・コミュニケーション・テクノロジーの略。情報通信技術のことです。 

 

《 新たな協力体制のイメージ 》 

 

☞ ポイント 

地域課題の解決策の検討は、テーマ別の部会を設けて進めましょう。 

部会のメンバーは、できるだけ所属する団体が行う活動テーマとは異なる部会に所属

してもらったり、特定の人が多くの部会に所属することがないように工夫することで、情

報共有が進み、活動内容の充実や、人材育成にもつながります。 
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子ども

・防災

・防犯

・福祉

・子育て、教育

・環境、美化

・交通安全

・祭り

・スポーツ

…

サークル
多世代
交流の場

サロン

勉強会

オンライン活動

高齢者

現役世代

学生
子育て世代

住民同士の
絆づくり、支え合い

新たな協力体制
（地域を代表する組織）

能動的に地域課題を把握・分析

柔軟な活動支援

市民・行政協働型の公共サービス

地域課題の情報提供

支援活動の提言

区役所
（地域起こし推進課、地域支えあい課等）

本庁
（組織横断的な連携）

市社会福祉協議会

区社会福祉協議会

連携

連携

総合的・組織横断的な支援

連携

《 住民の生活課題に応じた様々な取組 》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たな協力体制の設立、運営に当たっては、本庁の担当部署（地域活性化調整部）が中心

となって組織横断的な連携を整え、区役所、さらに、市(区)社会福祉協議会とも連携・協力

体制をとりながら支援します。その際、住民と対話し、話合いの支援や好事例の情報提供を

行うなど、能動的に地域課題を把握・分析します。 

地域の新たな協力体制は、地域を代表する組織として、行政等に対し、地域の実情や課題を

必要に応じて情報提供しましょう。また、地域だけでは解決できない課題に直面した場合に

は、どのような支援が必要であるかなどを提言しましょう。 

 

  

☞ ポイント 

◇  例えば、防災をテーマとした活動では、町

内会・自治会に加入していない人にも参加

を積極的に呼び掛けたり、子どもを対象と

した活動では親世代や高齢世代にも参加し

てもらうなど、工夫をして、住民の皆さんの

理解と協力を求めていきましょう。 
 
◇ タブレット端末などを活用し、介護予防体

操のオンライン実施など、集まれなくても住

民同士の絆を絶やさない活動や、オンライ

ン上でハザードマップを確認する避難訓練

など、気軽に参加し、楽しみながら知識を学

ぶことができる活動など、新たなスタイルの

地域活動も考えていきましょう。 

４ 行政等の支援体制 
 

《 新たな協力体制への支援体制のイメージ 》 

 

日頃からの住民同士の絆づくりや支え合

いのもと、災害時の助け合いや地域ぐるみ

の子育てなどを大切に、住民の生活課題に

応じて活動していきましょう 



7 

 

・ 新たな協力体制の設立・運営に係る支援 

協力体制の設立に当たり、資料作成や話合いを円滑に進めるために、職員はもとより専門家も

派遣し、積極的に支援します。 また、会計処理の相談にも、税理士などの専門家を派遣し

て、設立後も円滑に運営できるよう支援します。 

・ 地域で活動する協同労働団体の立上げ促進 

地区ごとに勉強会を行うなど、協同労働の啓発強化を図り、地域の課題解決に有効であること

を、住民や地域団体に広く浸透させます。また、既存の協同労働団体同士が連携して、ノウハ

ウの共有を図り、新規団体の立上げ支援を行う仕組みづくりに取り組みます。 

・ 地域活動などに参加しやすい環境づくり 

本市職員が地域活動に参加することを積極的に促します。また、ボランティア休暇制度が市内

企業に普及するよう経済団体への働き掛けなどに取り組みます。 

・ 住民の郷土愛とまちづくりの当事者意識の醸成 

若い世代を主な対象としたワークショップを開催し、地域のことを考えるきっかけづくりを行います。

また、家庭・地域による教育支援活動と学校による地域貢献活動を推進する「まちぐるみ『教

育の絆』プロジェクト」や、地域との協働による安全対策を推進するとともに、コミュニティ・スクール

の仕組みにより学校と地域が連携し、地域の自然・歴史、伝統文化などのテーマに沿って地域

人材等を活用した授業などを新たに実施します。 

・ 町内会・自治会の加入促進 

加入促進チラシの配付、マンション管理組合などへの協力依頼といった加入促進の取組を引き

続き実施するとともに、企業との連携も視野に入れつつ未加入者の年代や家族構成などを踏

まえた普及啓発に新たに取り組むなど、加入促進策を進めます。 

 

 
  

新たな協力体制が複雑・多様化した地域課題に対応できるよう、ヒト・モノ・カネ・デジタル

化の観点から柔軟な活動支援を行っていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

     

  

  

    

  

  

 

 

 

 

  

５ 行政等の支援内容 
 

《 支援の例 》 

 

・ 活動拠点運営の支援 

市の遊休施設について、地域の活性化のための活用を検討するなど、地域の活動拠点の確保

に向けて支援します。また、地区社会福祉協議会の活動拠点に常駐スタッフを配置する経費を

補助するなど運営を支援します。 

ヒトの 

支援 

モノの 

支援 

・ 地域活動における ICT 活用の支援 

地域団体の負担軽減や地域における迅速な情報伝達に資するよう、ICT 活用講座の実施な

どによりデジタル機器に不慣れな住民への支援に取り組みます。 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化 

の支援 

・ 地域団体連携支援基金事業費助成金 

地区社会福祉協議会と他の地域団体などが連携した地域課題の解決に向けた取組に対し

て助成します。 

・ 新たな協力体制への設立助成と補助制度の見直し 

協力体制の設立時に必要となる備品整備などの助成を行います。また、協力体制が整った地

域に対しては、様々な部署から交付している補助金をまとめたり、補助額を上乗せするなど、地

域の事務負担の軽減につながり、柔軟に地域特性を生かした活動を展開できるよう、補助制

度の見直しを行います。 

カネの 

支援 
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市民の生活課題が多様化する中、より個々人のニーズに応じたきめ細やかな公共サービスが必

要となっており、今後は、これまでの「行政主導型」から、様々な主体が参画する新たな協力体

制をしっかりと下支えし、地域課題の情報提供やまちづくりに関する提言を受けながら、市民の

生活課題を解決する「市民・行政協働型」のサービスの実現を目指していくことが求められま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうした協働を進めながら、住民が自らの問題解決のために行動する「自助」を、住民同士が

協力しながら地域の問題解決のために行動する「共助」が支援し、それらを「公助」により下支

えする、「自助・共助・公助の一体的な機能発揮」につなげ、持続可能な地域共生社会を実現し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

６ 地域コミュニティと行政との関係 
 

《 自助・共助・公助の一体的な機能発揮のイメージ 》 

《 今後の公共サービスのイメージ 》 

お問合せ先 

広島市企画総務局地域活性化調整部コミュニティ再生課 

〒７３０－８５８６ 

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

TEL:０８２－５０４－２８６７     FAX：０８２－５０４－２０２９ 

E-mail：community@city.hiroshima.lg.jp 


